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公布された法令のあらまし 

 

◎技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則（規則第48号） 

 技能労務職員について、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年兵庫県条例第48号）

と同様の措置を講ずることとした。 
 

規         則 

 

技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年12月19日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県規則第48号 

技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則 

技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則（昭和35年兵庫県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

第10条第１項中「63歳」と」の右に「、職員の特地勤務手当等に関する条例（昭和46年兵庫県条例第１号）

第４条第２項中「職員の給与等に関する条例第８条の給料表」とあるのは「技能労務職員の給与及び費用弁償

に関する規則（昭和35年兵庫県規則第16号）別表第１の技能労務職給料表」と」を加える。 

別表第１を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県公報 
 

発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和７年12月19日 金曜日  第４号外 
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附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則（以下「改正後の規則」という。）

第10条第１項及び別表第１の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与及び費用弁

償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。 

（令和７年４月１日から同年12月31日までの間における第１号会計年度任用職員の給料月額） 

４ 令和７年４月１日から同年12月31日までの間における技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則（以

下「給与規則」という。）第２条第２項に規定する第１号会計年度任用職員で同月に給与規則第10条第２項

において準用する会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）第18条

第１項の規定による期末手当を支給されないものの給料の額の算定における給与規則第２条第３項第１号

に規定する第２号会計年度任用職員の給料月額は、改正後の規則別表第１及びこの規則附則第２項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

 （補則） 

５ 前２項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

 


